
- 1 - 
 

（法第２８条第１項） 

 

令和３年度の事業報告書 
 

ＮＰＯ法人 希望の虹 

 

 

１ 事業の成果 

 コロナの影響により、恒例のイベントはすべて実施できず、コロナに気をつけなが

らの支援内容、事業内容となっている。 

 就労継続支援 B 型ぽんぽこりんの活動として、飲食事業では、緊急事態宣言発令の

期間は外部からのお客様をお断りし、施設内利用者と、職員のみの利用とした。食堂

はアクリル板を設置し消毒を徹底し感染の予防に努めている。また電車での通勤利用

者は、感染対応として、送迎を実施した。 

放課後等デイサービスでは、休むことなく実施することができた。 

合同での太鼓療育や、ダンスは、お休みとし、解除後は、人数制限しながら実施した。

日中一時支援では土・日の支援をお休みとし、余暇支援は一部お休みとした。 

解除後は、施設内での感染を防ぐため、細心の注意を払い、支援を継続している。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

 

（１） 特定非営利活動に係る事業 

 

 
事業名 

 
事 業 内 容 

実施 
日時 

実施 
場所 

従 事

者 の

人数 

受益対象者の

範囲及び人数 

（1） 
就労継続支援Ｂ

型 
ぽんぽこりん 

飲食業、内職仕事、ポ

スティング、銅線剥離

施設外就労等の特性を

生かし社会とのつなが

りを広げ日常生活の自

立を促す支援を行う。 

日曜・祝祭日

を除く毎日 
法人設置

場所 
9 名 知的・精神障

害者 
定員成人25名 
 
延べ 6290 人 

（2） 
地域生活支援事

業 

日中一時支援 
余暇支援 
 

祝・祭日を除

く毎日 
法人設置

場所 
13 名 知的・精神障

害者(児） 
  30 名 
延べ 
成人 2929 人 
児童 933 人 
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（3） 
障害児通所支援

事業 

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 
児童発達支援 

 
 

日曜・祝祭日

を除く毎日 
法人設置

場所 
6 名 
4 名 

障害児 10 名 
障害児 10 名 
 
延べ 4444 人 

（4） 
障害児通所支援

事業 

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 
 
 
 

日曜・祝祭日

を除く毎日 
柏市 
増尾 

4 名 障害児 10 名 
 

延べ 1724 人 
 

（5） 
障害児通所支援

事業 

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 
 
 
 

日曜・祝祭日

を除く毎日 
柏市 
豊四季 

6 名 障害児 10 名 
 

延べ 2866 人 

（6） 
障害児通所支援

事業 

 
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 

 
 

 
日曜・祝祭日

を除く毎日 

 
習志野市 
袖ヶ浦 

 
6 名 

障害児 10 名 
 

延べ 2605 人 

（7） 
障害児通所支援

事業 

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 
 
 
 

日曜・祝祭日

を除く毎日 
柏市 
北柏 

6 名 障害児 10 名 
 

延べ 2803 人 

（8） 
障害児通所支援

事業 

 
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 

 

 
日曜・祝祭日

を除く毎日 

 
習志野市 
東習志野 

 
6 名 

 
障害児 10 名 

 
延べ 2603 人 

（9） 
相談支援事業 

 
指定特定相談支援 
障害児相談支援 
障害児相談支援(柏) 
休止 

 
土・日曜・祝

祭日を除く

毎日 

 
習志野市 
柏市 

 
3 名 

 
延べ 411 人 

 


